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Ⅰ　はじめに

　近年雇用の流動化がすすみ、役員を除く雇用者の中の非正規雇用労働者の割合は 33.4%（平成

１８年厚生労働省）と、年々増加している。従前は、卸売・小売業やサービス業に非正規雇用労

働者が多く就業していたが、製造業においても、年々非正規雇用労働者の割合が増加している。

厚生労働省の派遣労働者実態調査においては、製造業の事業場のうち、派遣労働者がいる事業場

は 38.5％、請負労働者がいる事業場は 30.7％に上る（平成１７年厚生労働省）。

　このように、非正規雇用労働者の存在は、企業活動にとって必要不可欠な存在となっているが、

労働安全衛生関連法規は、依然として正規雇用労働者（正社員）を想定しており、非正規雇用労

働者の安全衛生管理の責任があいまいになってしまう可能性がある。

　そこで、滋賀県内の製造業事業場における非正規雇用労働者の健康管理の状況を把握するため、

質問紙調査を行った。

Ⅱ　対象と方法

　滋賀産業保健推進センターが把握している滋賀県内の従業員数 50 人以上の製造業事業場 664

社に対して、郵送法による質問紙調査（別添１）を８月に実施した。また、非正規雇用労働者の

分類が混乱しないように、案内文を添付した（別添２）。

　回収率を上げるために、郵送による督促を２ヶ月後に行い、３ヶ月後に文書による督促を行っ

た。

１）　安全衛生管理体制

　非正規雇用労働者のうち、間接雇用である派遣労働者と請負労働者の雇用主である外部会社

との連携が重要であるので、外部会社との連携の状況について質問した。

　また、安全衛生管理体制の基本情報として、産業保健専門職である産業医と産業看護職の選

任状況と勤務状況について質問した。

２）雇用形態別健康管理状況

　正社員と非正規雇用労働者の健康管理状況について質問した。非正規雇用労働者は、直接雇

用であるパート労働者と、間接雇用である派遣労働者、業務請負労働者の 3種類に分けて質問

した。

　健康管理状況については、雇入時健康診断、一般定期健康診断の実施と事後措置状況、特殊

健康診断の実施と事後措置状況について質問した。
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Ⅲ　結果

１）　基本情報

図１　業種別回答事業場数（n=349）
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図２　常時雇用労働者数別事業場数（n=342）

平成 17 年度に産業保健推進センターが 50 人以上の製造業事業場として把握している 664 社に質

問紙を送付し、342 社（51.5%）から回答を得た。人数の分布を図２に示す。50 人未満と答えた

事業場が 342 社中 53 社（15.5％）であった。

２）安全衛生管理体制

図３　自社と外部会社との安全衛生についての連絡の機会（n=349）
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図４　安全衛生委員会への非正規雇用労働者の参加の有無（n=349）

 

図５　安全衛生委員会に参加している非正規雇用労働者の内訳（n=102）
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図４ 安全衛生委員会への非正規雇用労働者の参加の有無（n=349）
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図６　メンタルヘルス対策あるいは過重労働対策についての外部会社との連携（n=349）

 

図７　産業医選任の有無（n=349）
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図６ メンタルヘルス対策あるいは過重労働対策についての外部会社との連携（n=349）
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図７ 産業医選任の有無（n=349）
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図７ 産業医選任の有無（n=349）
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図８　選任している産業医の人数（n=310）

 図９　産業医の勤務頻度（n=310）
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図８ 選任している産業医の人数（n=310）
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図８ 選任している産業医の人数（n=310）
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図 10　看護職の有無（n=349）

 

図 11　看護職の勤務頻度（n=74）
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図１０ 看護職の有無（n=349）
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　産業医を選任していないと答えた 33 社のうち（図７）、常用雇用労働者数が 50 人未満と答え

たところが 27 社（81.8%）であった。選任していると答えた 310 社について、産業医の人数・勤

務頻度を質問した（図８、図９）。産業医の勤務頻度は、法律で規定されている月 1回以上を満

たす事業場は 149 社（48.1％）と半数以下であり、年数回と答えたところが 138 社（44.5%）であっ

た（図９）。

　産業看護職を雇用している事業場は 74 社（21.2％）しかなかった（図 10）。しかし、看護職を

雇用している 74 社においては、週 4日以上勤務している事業場が 56 社（75.7％）ともっとも多

くを占めた（図 11）。

３）正社員の健康管理

 図 12　正社員数別事業場数（n=349）
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図 13　前年度に対する正社員の人数の増減（n=349）

 

図 14　正社員に対する雇入時健康診断の実施状況（n=349）
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図１３ 前年度に対する正社員の人数の増減（n=349）
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図１４ 正社員に対する雇入時健康診断の実施状況（n=349）
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図１４ 正社員に対する雇入時健康診断の実施状況（n=349）
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図 15　正社員に対する一般定期健康診断の実施状況（n=349）

 

図 16　正社員に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=349）
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図１５ 正社員に対する一般定期健康診断の実施状況（n=349）
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図１６ 正社員に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=349）
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図１５ 正社員に対する一般定期健康診断の実施状況（n=349）
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図１６ 正社員に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=349）
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図 17　正社員に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=349）

図 18　労災二次健康診断の実施状況（n=349）
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図１７ 正社員に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=349）

 

している
112 
32.1% 
社

していない
100 
28.6% 
社

わからない
25 
7.2% 
社

該当者がいない
97 
27.8% 
社

その他
6 社 1.7%

未回答
9 
2.6% 
社

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

図１８ 労災二次健康診断の実施状況（n=349）
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図１７ 正社員に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=349）
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図１８ 労災二次健康診断の実施状況（n=349）
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図 19　正社員に対する特殊健康診断の実施状況（n=349）

 

図 20　正社員に対する特殊健康診断結果の本人通知状況（n=254）
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図１９ 正社員に対する特殊健康診断の実施状況（n=349）
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図２０ 正社員に対する特殊健康診断結果の本人通知状況（n=254）
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図１９ 正社員に対する特殊健康診断の実施状況（n=349）
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図２０ 正社員に対する特殊健康診断結果の本人通知状況（n=254）
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 図 21　正社員に対する特殊健康診断後の産業医等による意見聴取状況（n=254）

　雇入時健康診断を実施しているのは 237 社（67.9%）であったのに対し、一般定期健康診断は

344 社（98.6%）とほとんどすべての事業場で実施されていた（図 14、15）。

　強制義務である産業医による意見聴取も、努力義務である保健指導もほとんどの事業場で実施

されていた（図 16、図 17）。

　労災二次健康診断については、わからないと答えたのは 25 社（7.2%）のみであった。しかし、

本制度は、事業者・労働者ともに直接的な費用負担はないが、100 事業場（28.7%）では実施し

ていなかった（図 18）。

　特殊健康診断の実施については、254 社（72.8%）で実施されていた（図 19）。実施している

254 社について、本人通知の有無と産業医等による意見聴取の有無を質問した（図 20、図 21）。

特殊健康診断結果の本人通知については、平成 18 年 10 月 1 日より義務化されたが、既にほとん

どすべての事業場で実施されていた（図 20）。産業医等の意見聴取についても、ほとんどすべて

の事業場で実施されていた（図 21）。
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図２１ 正社員に対する特殊健康診断後の産業医等による意見聴取状況（n=254）

 雇入時健康診断を実施しているのは 237社（67.9%）であったのに対し、一般定期健康診

断は 344社（98.6%）とほとんどすべての事業場で実施されていた（図１４、１５）。

 強制義務である産業医による意見聴取も、努力義務である保健指導もほとんどの事業場

で実施されていた（図１６、図１７）。

 労災二次健康診断については、わからないと答えたのは 25社（7.2%）のみであった。し

かし、本制度は、事業者・労働者ともに直接的な費用負担はないが、100事業所（28.7%）

では実施していなかった（図１８）。

 特殊健康診断の実施については、254 社（72.8%）で実施されていた（図１９）。実施し

ている 254 社について、本人通知の有無と産業医等による意見聴取の有無を質問した（図

２０、図２１）。特殊健康診断結果の本人通知については、平成 18年 10月 1日より義務化

されたが、既にほとんどすべての事業場で実施されていた（図２０）。産業医等の意見聴取

についても、ほとんどすべての事業場で実施されていた（図２１）。
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４）　パート労働者の健康管理

図 22　パート労働者の有無（n=349）

 

図 23　パート労働者数別事業場数（n=261）
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図２３ パート労働者数別事業場数（ ）
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図２３ パート労働者数別事業場数（ ）
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図 24　パート労働者に対する雇入時健康診断の実施状況（n=261）

 

図 25　パート労働者に対する一般定期健康診断の実施状況（n=261）
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図２４ パート労働者に対する雇入時健康診断の実施状況（n=261）
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図２５ パート労働者に対する一般定期健康診断の実施状況（n=261）
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図２４ パート労働者に対する雇入時健康診断の実施状況（n=261）
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図２５ パート労働者に対する一般定期健康診断の実施状況（n=261）
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図 26　パート労働者に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=261）

 

図 27　パート労働者に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=261）
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契約時間にかかわらず
パート社員全員に対して

実施している
17
68.6%
9 社

契約時間が正社員の二
分の一以上の者に対し
てのみ実施している

6 社 2.3%

契約時間が正社員の四
分の三以上の者に対し
てのみ実施している

6 社 2.3%

自分で受診した健康診
断結果を提出した場合に

している
0 社

わからない
6 社 2.3%

その他
12 社 4.6% 未回答

6 
2.3% 
社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 

図２７ パート労働者に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=261）
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図２７ パート労働者に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=261）
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図 28　パート労働者に対する特殊健康診断の実施状況（n=261）

 

図 29　パート労働者に対する特殊健康診断結果の本人通知状況（n=96）
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図２８ パート労働者に対する特殊健康診断の実施状況（n=261）
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図２９ パート労働者に対する特殊健康診断結果の本人通知状況（n=96）

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他
7 2.7% 社

対象者全員に対して実
施している
96 
36.8%
社

特殊健診の対象となる
職場は無い
127 
48.7%

社

契約時間が正社員の二
分の一以上の者に対し
てのみ実施している

0 社

契約時間が正社員の四
分の三以上の者に対し
てのみ実施している

0 社

自分で受診した健診結
果を提出させている

0 社

実施
して
いない
19社
7.3%

わからない
6 社 2.3%

未回答
6 
2.3% 
社

 
図２８ パート労働者に対する特殊健康診断の実施状況（n=261）
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図２９ パート労働者に対する特殊健康診断結果の本人通知状況（n=96）
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図 30　パート労働者に対する特殊健康診断後の産業医等による意見聴取状況（n=96）

　261 社（74.8%）で、パート労働者を雇用していた（図 22）。

以下、パート労働者を雇用している 261 社について集計した。

　パート労働者数の分布を図 23 に示す。238 社（91.2%）のパート労働者数は 50 人未満であった。

　雇入時健康診断については、116 社（44.4％）で適切に実施されていなかった（図 24）。一般

定期健康診断については、強制義務である四分の三以上の者や、努力義務である二分の一以上の

者で区別している事業場はほとんどなく、契約時間にかかわらず実施しているところが 228 社

（87.4%）とほとんどを占めた（図 25）。

　事後措置についても、同様に、契約時間によって変えている事業場はほとんどなかった（図

26、図 27）。

　特殊健康診断については、パート労働者を特殊健康診断の対象となるような職場に配置してい

ないところが 127 社（48.7％）ともっとも多く、配置している場合には、全員に対して実施して

いる場合がほとんどであった（図 28）。さらに、対象者全員に対して実施していると答えた 96

社について、本人通知の有無と産業医等による意見聴取の有無を質問したところ、本人通知（図

29）や、産業医の意見聴取（図 30）も、正社員と変わらず、ほとんどすべての事業場で行われ

ていた。
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図３０ パート労働者に対する特殊健康診断後の産業医等による意見聴取状況（n=96）

 261社(74.8%)で、パート労働者を雇用していた（図２２）。

以下、パート労働者を雇用している 261社について集計した。

 パート労働者数の分布を図２３に示す。238社（91.2%）のパート労働者数は 50人未満

であった。

 雇入時健康診断については、116社（44.4％）で適切に実施されていなかった（図２４）。

一般定期健康診断については、強制義務である四分の三以上の者や、努力義務である二分

の一以上の者で区別している事業場はほとんどなく、契約時間にかかわらず実施している

ところが 228社（87.4%）とほとんどを占めた（図２５）。

 事後措置についても、同様に、契約時間によって変えている事業場はほとんどなかった

（図２６、図２７）。

 特殊健康診断については、パート労働者を特殊健康診断の対象となるような職場に配置

していないところが 127 社（48.7％）ともっとも多く、配置している場合には、全員に対

して実施している場合がほとんどであった（図２８）。さらに、対象者全員に対して実施し

ていると答えた 96社について、本人通知の有無と産業医等による意見聴取の有無を質問し

たところ、本人通知（図２９）や、産業医の意見聴取（図３０）も、正社員と変わらず、

ほとんどすべての事業場で行われていた。
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５）派遣労働者の健康管理

図 31　派遣労働者の有無（n=349）

 

図 32　派遣労働者数別事業場数（n=235）
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図３２ 派遣労働者数別事業所数（n=235）

 

５）派遣労働者の健康管理
 

いる
235社
67.3%

いない
109社
31.2%

わからない
0 社
0%

その他
0 社
0%

未回答
5 社
1.4%

 
図３１ 派遣労働者の有無（n=349）

 

204
86.8%
社

11
4.7%
社 6 社

2.6%
12社
5.1% 0 社

1 社 1 社
0.4% 0.4%

0 社

50 社

100 社

150 社

200 社

250 社

50
人
未
満

５
０
～
１０
０
人

１
０１
～
２
０
０
人

２
０１
人
以
上

わ
か
らな
い

その
他

未
回
答

 
図３２ 派遣労働者数別事業所数（n=235）
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図 33　派遣受け入れ時の派遣労働者の健康状態の確認状況（n=235）

 図 34　派遣労働者に対する一般定期健康診断の実施状況（n=235）
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図３３ 派遣受け入れ時の派遣労働者の健康状態の確認状況（n=235）
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図３４ 派遣労働者に対する一般定期健康診断の実施状況（n=235）
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 図 35　派遣労働者に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=235）

 

図 36　派遣労働者に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=235）
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図３５ 派遣労働者に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=235）
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図３６ 派遣労働者に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=235）
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図３５ 派遣労働者に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=235）
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図３６ 派遣労働者に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=235）
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図 37　派遣労働者に対する特殊健康診断の実施状況（n=235）

 

図 38　派遣労働者に対する特殊健康診断結果の本人通知状況（n=95）
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図３７ 派遣労働者に対する特殊健康診断の実施状況（n=235）
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図３８ 派遣労働者に対する特殊健康診断結果の本人通知状況（n=95）
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図３７ 派遣労働者に対する特殊健康診断の実施状況（n=235）
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図 39　派遣労働者に対する特殊健康診断後の産業医等による意見聴取状況（n=95）

　235 社（67.3%）で、派遣労働者と契約していた（図 31）。派遣労働者数別事業所数の分布を図

32 に示す。派遣労働者と契約している 235 社について、以下のとおり集計した。

　派遣元に対して派遣先独自の基準で健康状態を確認している企業が 73 社（31.1%）見られた（図

33）。

　派遣労働者に対する一般定期健康診断について、健康診断の実施、産業医等からの意見聴取お

よび保健指導のすべてを派遣先企業が実施しているところが、それぞれ、53 社（22.6%）、45 社

（19.1％）、43 社（18.3%）みられた（図 34、図 35、図 36）。

　特殊健康診断は、正社員やパート社員に比べると、実施している事業場が少なかった（図

37）。さらに、派遣先・派遣元を問わず、特殊健康診断を実施している 95 社について、本人通知

の有無と産業医等による意見聴取の有無を質問したところ、結果の本人通知は 74 社（77.9%）で

行われていたが（図 38）、産業医への意見聴取は、自社の産業医からは 53 社（55.8%）でしか行

われておらず、派遣元の産業医から聴取している 8社（8.4%）を加えても、正社員・パート労働

者に比べると実施している事業場は少なかった（図 39）。
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未回答
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図３９ 派遣労働者に対する特殊健康診断後の産業医等による意見聴取状況（n=95）

 235社(74.8%)で、派遣労働者と契約していた（図３１）。派遣労働者数別事業所数の分布

を図３２に示す。派遣労働者と契約している 235社について、以下集計した。

 派遣元に対して派遣先独自の基準で健康状態を確認している企業が 73社（31.1%）見ら

れた（図３３）。

 派遣労働者に対する一般定期健康診断について、健康診断の実施、産業医等からの意見

聴取および保健指導すべてを派遣先企業が実施しているところが、それぞれ、53社（22.6%）、

45社（19.1％）、43社（18.3%）みられた（図３４、図３５、図３６）。

 特殊健康診断は、正社員やパート社員に比べると、実施している事業場が少なかった（図

３７）。さらに、派遣先・派遣元を問わず、特殊健康診断を実施している 95 社について、

本人通知の有無と産業医等による意見聴取の有無を質問したところ、結果の本人通知は 74

社（77.9%）で行われていたが（図３８）、産業医への意見聴取は、自社の産業医からは 53

社（55.8%）でしか行われておらず、派遣元の産業医から聴取している 8 社（8.4%）を加

えても、正社員・パート労働者に比べると実施している事業場は少なかった（図３９）。
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６）　請負労働者の健康管理

図 40　請負労働者の有無（n=349）

 

図 41　請負労働者数別事業場数（n=202）
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図４１ 請負労働者数別事業場数（n=202）
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図４１ 請負労働者数別事業場数（n=202）
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図 42　請負労働者に対する一般定期健康診断の実施状況（n=202）

 

図 43　請負労働者に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=202）
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図４２ 請負労働者に対する一般定期健康診断の実施状況（n=202）
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図４３ 請負労働者に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=202）
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図４２ 請負労働者に対する一般定期健康診断の実施状況（n=202）
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図４３ 請負労働者に対する一般健康診断の産業医からの意見聴取状況（n=202）
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図 44　労働者に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=202）

 

図 45　請負労働者に対する特殊健康診断の実施状況（n=202）
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図４４ 労働者に対する一般健康診断後の保健指導状況（n=202）
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図４５ 請負労働者に対する特殊健康診断の実施状況（n=202）
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図 46　請負労働者に対する特殊健康診断結果の本人通知状況（n=106）

 

図 47　請負労働者に対する特殊健康診断後の産業医等による意見聴取状況（n=106）
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ところが 27 社であった。
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Ⅳ　考察

（１）回収率について

　今回の質問紙調査を行った時期には、偽装請負に対する業務改善命令について大きく報道され

ており、回答することに対して警戒感を持った企業もあったと考えられる。実際に、当センター

に対して質問してきた企業もあったが、当調査は非正規雇用労働者の健康管理についての基礎資

料としてのみ使用し、摘発等の資料としては絶対に使用しないことを丁寧に説明し、理解いただ

けるように努めた。したがって、微妙な時期であったにもかかわらず、52.6% もの企業に回答し

ていただくことができた。

（２）安全衛生管理体制について

　労働安全衛生法で選任が義務付けられている産業医については、88.8% の事業場で選任されて

いるのに対し、義務付けられていない看護職が勤務している事業場は 20.6% に過ぎなかった。し

かし、勤務頻度を比較すると、産業医については、法定の月 1回未満の事業場が一番多いのに対

し、看護職は週 4日以上勤務しているものがほとんどであった。したがって、ほとんどの事業場

が産業医の選任義務については法律の要求を満たしているが、実態としては名義だけの産業医が

多いのに対し、看護職は実務を担当する専門職としての役割を担っていると考えられる。

　当調査への質問として、当センターに対して「医療機関でもないのに看護職を会社で雇えるの

か。それならぜひ雇用したい」と電話してきた事業場もあるように、労働安全衛生法に規定がな

い産業看護職の認知度は低い。しかし、年数回しか勤務しない産業医が満足な産業保健サービス

を提供しているとは考えにくいので、既に看護職を雇用している事業場では、実務を行う専門職

として産業看護職の役割を重要視していると考えられる。

（３）健康診断について

　図 15 に示したように、一般定期健康診断は 100％近い事業場で実施されていた。これは、本

質問紙を常時雇用 50 人以上の製造業に送付したため、対象集団が比較的安全衛生体制がしっか

りしている事業場に偏っているためであると考えられる。

　雇入時健康診断については、正社員に対して実施している事業場がほとんどであったが、パー

ト労働者に対しては約半数の事業場しか実施していなかった。しかし、一般定期健康診断につい

ては、正社員、パート労働者の両方について、ほとんどの企業で実施されていた。

　正社員の雇用は年度初めにまとめて行うことが多いので、健康診断の企画は容易であるのに比

べて、パート労働者の雇用は通年採用が多く、雇入時健康診断を企画する事務作業が煩雑である

ため、一般定期健康診断で代用しているのではないかと考えられる。

　また、パート労働者の健康診断の実施は、法的には勤務時間が正社員の四分の三以上のものに

ついて強制義務で、二分の一以上のものについて努力義務であるが、契約時間で実施の有無を分

けている事業場はほとんどなく、一般定期健康診断の実施状況は、正社員とほとんど差がなかっ

た。
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　労災二次健康診断について、制度そのものは周知されていると考えられる。しかしながら、本

制度は事業者・労働者ともに直接的な費用負担がないのにもかかわらず、実施事業場が少なかっ

た理由としては、事務が非常に煩雑であることや、事業者・労働者ともに「死の四重奏」の予防

に関心がないことなどが考えられる。

（４）間接雇用労働者の健康管理について

　直接雇用である正社員とパート労働者の健康管理について、すべての項目で「わからない」を

選んだ事業場はほとんどなかったが、間接雇用である派遣労働者、業務請負労働者については、

非常に多くを占めた。直接雇用では、健康管理の責任は、事業主のみで明確であるのに対し、間

接雇用では、派遣先と派遣元、請負先と請負元など、責任が分散してしまうため、あいまいになっ

てしまう危険性があることが示唆された。

（５）特殊健康診断について

　特殊健康診断の実施、事後措置、本人通知についても、正社員とパート労働者に関しては、ほ

とんどの事業場で適切に実施していると答えた。しかし、派遣労働者については、特殊健康診断

や事後措置の義務は派遣先にあるにもかかわらず、派遣元が特殊健康診断を実施していると答え

た事業場が 11.9％、どちらでも実施していないと答えた事業場は 8.6％ , わからないと答えた事

業場が 10.2％と適切に管理されていない事業場が多く見られた。しかし、業務請負労働者に関し

ては、請負元企業に責任があるが、請負先で特殊健康診断を実施している事業場が 20.3％、請負

先の産業医の意見を聴取している事業場も 36.8％みられ、請負元企業が実施していると答えたも

のを含めると、なんらかの健康管理をされている事業場がほとんどであった。

（６）派遣労働者の健康管理について

　労働安全衛生法は、事業者に対して労働者の安全・健康を保持することが目的であるため、事

業者に労働者の安全（健康）配慮義務を課している。派遣労働者については、直接指揮命令をす

る派遣先と、雇用関係がある派遣元に責任が分散しているが、どちらにしても、健康管理を行う

責任がある。

　しかし、労働者派遣法においては、労働者派遣事業の適正な運営を確保することが目的である

ため、第 26 条第 7項にあるように、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者

を特定することを目的とする行為をしないことが規定されている。したがって、派遣元に対して、

健康状態について派遣先の基準を示して健康状態を確認することは、健康配慮義務の履行には当

然の行為であるが、健康なもののみを特定していた場合には、派遣法の趣旨に反する可能性があ

るので、慎重な運用が望まれる。
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Ⅴ　まとめ

　滋賀県下の製造業における非正規雇用労働者に対する健康管理の状況を明らかにするため、平

成17年度に当センターが把握している県内の社員数50人以上の製造業の事業場664社に対して、

郵送法による質問紙調査を実施したところ、349 社（52.6％）から回答を得た。非正規雇用労働

者については、直接雇用のパート労働者と、間接雇用の派遣労働者、請負労働者のそれぞれにつ

いての健康管理状況を質問し、正社員と比較検討した。正社員については、一般健康診断、特殊

健康診断、事後措置等について、ほとんどの企業において適切に実施されていた。パート労働者

については、半数が雇入時健康診断を実施されていないが、一般健康診断と特殊健康診断等につ

いては、ほとんどの企業において、適切に実施されていた。間接雇用である派遣労働者、請負労

働者では、一般健康診断の事後措置に関しては、わからないという回答が最も多かった。特殊健

康診断については、派遣先に実施義務がある派遣労働者については、特殊健康診断の必要な職種

に就かせていない企業が 54.3% と最も多く、次いですべて派遣先で実施している企業が 28.5% で

あったが、11.9% の企業では派遣元が実施していると答え、わからないと答えた企業も 10.2% あっ

た。請負企業に特殊健康診断の実施義務がある請負労働者については、請負会社が実施してい

ると答えた企業が 32.2％と最も多く、義務がないがすべて派遣先で実施していると答えた企業が

20.3% あった。非正規雇用労働者の中でも、直接雇用であるパート労働者については、雇用して

いる企業が健康管理をしっかり実施しているが、間接雇用である派遣労働者や請負労働者につい

ては、責任体制があいまいであるためか、健康管理の状況を把握すらしていない企業が多いとい

うことが明らかになった。
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